
 

諮問第２号 昭島都市計画地区計画の変更（昭島市決定） 

昭島駅北口駅前地区地区計画（案）を次のように変更する。 

名      称 昭島駅北口駅前地区地区計画 

 位   置※ 昭島市つつじが丘二丁目、つつじが丘三丁目、代官山一丁目、代官山二丁目及び代官山三丁目各地内 

 面      積※ 約６４．６ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、昭島駅北口に位置し、近年、工場の集約とともに、駅周辺の低利用地の土地利用転換が図られている。 

昭島市都市計画マスタープランでは、昭島駅周辺は、市内外から人が集まる「昭島市の顔」となるようなまちの魅力や拠点性

を高めることを目標としている。 

そこで、本地区計画を策定することにより、周辺環境と調和した商業・スポーツ・文化施設等を配置した快適でゆとりある市

街地整備を誘導する。 

また、地区における基盤施設の充実を図り、円滑な交通処理を実現するとともに、いちょう並木等既存樹木をいかした、都市

的な賑わいと人・自然が融合した市街地空間を形成する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る

方
針 

土地利用の方針 

地区を６つに区分し、駅前、駅周辺、交通利便のよい幹線道路付近とそれぞれの立地環境にふさわしい土地利用を誘導する。 

（１）中心商業地区 

集客力の高い商業施設を主体とする、賑わいの拠点となる地区の形成を図る。 

（２）複合商業地区Ａ 

商業・業務施設を主体とする、駅前の立地をいかした商業的な地区の形成を図る。 

（３）複合商業地区Ｂ 

    商業・業務施設をはじめ、居住機能等が融合した、賑わいとやすらぎのある地区の形成を図る。 

（４）周辺業務・文化地区 

店舗、スポーツ関連施設等を主体とする、周辺住宅地と調和した健全で活力ある地区の形成を図る。 

 （５）西側業務地区 

    駅前の商業地区に隣接する地区として、店舗・事務所等を主体とした土地利用を図る。 

 （６）生産・流通業務地区 

    周辺の住環境や隣接する小学校に配慮しながら、生産施設や流通施設が立地する地区として、その維持・向上を図る。 

 

 

 

 



区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る

方
針 

地区施設の 

整備の方針 

道路及び公園・緑地等を地区施設として定め、良好な市街地環境の維持・形成を図る。 

 （１）道路の整備方針 

   市の中心拠点である本地区の土地利用を形成する交通基盤として、既設の道路を地区施設に位置づけ、維持・保全を図る。 

 （２）歩行者動線の整備方針 

   周辺道路の歩道と合わせ、本地区のシンボルとなっているいちょう並木を主要な南北軸として保全活用するとともに、こ

の路線と交差する東西軸を配置し、回遊性のある歩行者動線を確保する。 

 （３）公園、広場及び公共空地の整備方針 

   人が行き交う賑わいのあるまちにふさわしい安全で快適、かつ緑豊かな歩行者空間の整備を図る。また、人が憩うことの

できる公園や広場を配置し、地区の魅力を高める。 

建築物等の 

整備の方針 

 周辺環境との調和を重視し、魅力的な都市景観を形成するために、建築物の整備の方針を次のように定める。 

 （１）良好な都市環境の形成を図るために、建築物の用途の制限及び建築物の高さの最高限度を定める。 

 （２）建築物は、建築デザインを工夫し周辺環境及び自然環境と調和した魅力的な建物とする。 

 （３）ゆとりとうるおいのある環境を形成するために、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等を定める。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種類 名称 

幅員 

（ ）は地区外を含めた

全幅員 

延長 面積 備考 

道路 

区画道路１号※ 
６ｍ 

（１２ｍ） 
約６３０ｍ ― 既設 

区画道路２号※ ９～１６ｍ 約７５０ｍ ― 既設 

区画道路３号※ 
８～１６ｍ 

（１６ｍ） 
約７７０ｍ ― 既設 

区画道路４号※ １２～１６．７５ｍ 約３５０ｍ ― 既設 

区画道路５号※ １４～１６．７５ｍ 約７９０ｍ ― 既設 

区画道路６号※ ９．５～１７ｍ 約７００ｍ ― 既設 

公園 市民会館公園 ― ― 約３，９００㎡ 既設 

広場 
広場１号 ― ― 約２，０００㎡ 既設 

昭和の森広場 ― ― 約１，０００㎡ 既設 

 



 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

そ
の
他
の
公
共
空
地 

歩行

者通

路 

通路１号 ６ｍ 約１５０ｍ ― 既設 

通路２号 ６ｍ 約 ８０ｍ ― 既設 

通路３号 １４ｍ 約４１０ｍ ― 既設 

通路４号 ４ｍ 約１９０ｍ ― 既設 

通路５号 約５～６ｍ 約３３０ｍ ― 既設 

通路６号 ５ｍ 約 ３０ｍ ― 新設 

通路７号 ５ｍ 約１００ｍ ― 既設 

通路８号 ３．５ｍ 約３２０ｍ ― 既設 

通路９号 ４ｍ 約２３０ｍ ― 既設 

歩道

状空

地 

歩道状空地１号 １．４ｍ 約１３０ｍ ― 既設 

歩道状空地２号 １．４ｍ 約１４０ｍ ― 新設 

歩道状空地３号 １．４ｍ 約 ８０ｍ ― 既設 

歩道状空地４号 １．４ｍ 約２１０ｍ ― 既設 

歩道状空地５号 １．４ｍ 約３１０ｍ ― 新設 

歩道状空地６号 １．０ｍ 約２２０ｍ ― 既設 

歩道状空地７号 １．０ｍ 約３９０ｍ ― 既設 

環境

緑地 

環境緑地１号 ８ｍ 約２９０ｍ ― 既設 

環境緑地２号 ８ｍ 約１１０ｍ ― 既設 

環境緑地３号 ８ｍ 約１８０ｍ ― 既設 

環境緑地４号 ２．５ｍ 約４３０ｍ ― 既設 

環境緑地５号 ２．５ｍ 約１２０ｍ ― 既設 

環境緑地６号 ２．５ｍ 約１９０ｍ ― 既設 

環境緑地７号 ２．５ｍ 約３６０ｍ ― 新設 

環境緑地８号 ２．５ｍ 約１２０ｍ ― 新設 

環境緑地９号 ２．５ｍ 約４８０ｍ ― 新設 

環境緑地１０号 ２．５ｍ 約２３０ｍ ― 新設 

環境緑地１１号 ２．５ｍ 約１１０ｍ ― 新設 

環境緑地１２号 ０．５ｍ 約６２０ｍ ― 既設 



 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

そ
の
他
の
公
共
空
地 

環境

緑地 

環境緑地１３号 ０．５ｍ 約３４０ｍ ― 既設 

環境緑地１４号 ２．５ｍ 約１９０ｍ ― 既設 

環境緑地１５号 ２．５ｍ 約 ８０ｍ ― 既設 

環境緑地１６号 ０．６ｍ 約１５０ｍ ― 新設 

環境緑地１７号 ０．６ｍ 約 ４０ｍ ― 新設 

環境緑地１８号 ２．５ｍ 約 ３０ｍ ― 新設 

環境緑地１９号 ２．５ｍ 約１７０ｍ ― 既設 

環境緑地２０号 ２．５ｍ 約 ５０ｍ ― 既設 

環境緑地２１号 ０．６ｍ 約２１０ｍ ― 既設 

環境緑地２２号 ２．５ｍ 約１００ｍ ― 既設 

環境緑地２３号 ０．５ｍ 約４３０ｍ ― 既設 

環境緑地２４号 ０．５ｍ 約２５０ｍ ― 既設 

環境緑地２５号 ０．６ｍ 約４９０ｍ ― 新設 

環境緑地２６号 ０．６ｍ 約３８０ｍ ― 既設 

環境緑地２７号 ２．５ｍ 約３００ｍ ― 既設 

環境緑地２８号 ０．６ｍ 約１８０ｍ ― 新設 

環境緑地２９号 ０．６ｍ 約１８０ｍ ― 新設 

 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区

の区

分 

名称 中心商業地区 複合商業地区Ａ 複合商業地区Ｂ 

面積 約１０．２ｈａ 約２．５ｈａ 約７．７ｈａ 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）建築物の１階部分を住居の用に供

するもの（玄関、階段等はこの限

りでない） 

（２）工場（店舗に附属する作業所を除

く） 

（３）自動車教習所 

（４）倉庫業を営む倉庫 

（５）勝馬投票券発売所及び場外車券売

場、その他これらに類するもの 

（６）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（７）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（８）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）建築物の１階部分を住居の用に供

するもの（玄関、階段等はこの限

りでない） 

（２）工場（店舗に附属する作業所を除

く） 

（３）自動車教習所 

（４）倉庫業を営む倉庫 

（５）建築基準法別表第二(ほ)項第２号

及び第３号に該当するもの 

（６）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（７）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（８）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）区画道路３号及び６号に面する建

築物の１階部分を住居の用に供す

るもの（玄関、階段等はこの限り

でない） 

（２）工場（店舗に附属する作業所を除

く） 

（３）自動車教習所 

（４）建築基準法別表第二(ほ)項第２号

及び第３号に該当するもの 

（５）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（６）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（７）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

建築物等の高

さの最高限度 
４５ｍ 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１，０００㎡ ３００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りではない。 

（１）昭島駅前広場及び通路５号・６号・７号の南側境界線とＪＲ青梅線の上下線中心線との間に建築する建築物 

（２）巡査派出所及び公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物 

 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の

制限 
道路及び通路の境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、計画図３のとおりとする。 

壁面後退区域

における工作

物の設置の制

限 

壁面後退部分には、門・へい・その他の工作物を設置してはならない。ただし、歩道橋等歩行者の通行の用に供するもの及び

安全に資するもの等公益上必要な工作物はこの限りでない。 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

（色彩の制限） 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱及び屋根の色彩は原色を避け、緑豊かな景観と調和する落ち着きのある色調とする。 

（屋外広告物の制限） 

屋外広告物は、設置位置、形態、規模、デザインなどについて歩行者空間と調和した都市景観に配慮したものとする。 

 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区

の区

分 

名称 西側業務地区 周辺業務・文化地区 生産・流通業務地区 

面積 約２．９ｈａ 約１７．８ｈａ 約２３．５ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）建築物の１階部分を住居の用に供

するもの（玄関、階段等はこの限

りでない） 

（２）自動車教習所 

（３）建築基準法別表第二(ほ)項第２号

及び第３号に該当するもの 

（４）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（５）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（６）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）区画道路及び通路３号に面する建

築物の１階部分を住居の用に供す

るもの（玄関、階段等はこの限り

でない） 

（２）自動車教習所 

（３）建築基準法別表第二(ほ)項第２号

及び第３号に該当するもの 

（４）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（５）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（６）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）住宅 

（２）神社、寺院、教会その他これらに

類するもの 

（３）自動車教習所 

（４）建築基準法別表第二（ほ）項第２

号及び第３号に該当するもの 

（５）「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」

という。）第２条第１項第２号、第

３号に該当する営業に係るもの 

（６）風営法第２条第６項各号に該当す

る営業に係るもの 

（７）風営法第２条第９項に該当する営

業に係るもの 

建築物等の高

さの最高限度 
４５ｍ ４０ｍ ４０ｍ 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１，０００㎡ ５００㎡ １，０００㎡ 

ただし、巡査派出所及び公衆便所その他これらに類する公益上必要なものの用に供する建築物の敷地については、この限りで

はない。 

 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の

制限 
道路及び通路の境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度は、計画図３のとおりとする。 

壁面後退区域

における工作

物の設置の制

限 

壁面後退部分には、門・へい・その他の工作物を設置してはならない。ただし、歩道橋等歩行者の通行の用に供するもの及び

安全に資するもの等公益上必要な工作物はこの限りでない。 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

（色彩の制限） 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱及び屋根の色彩は原色を避け、緑豊かな景観と調和する落ち着きのある色調とする。 

（屋外広告物の制限） 

屋外広告物は、設置位置、形態、規模、デザインなどについて歩行者空間と調和した都市景観に配慮したものとする。 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理由：玉川上水南側地区地区計画の決定に伴い、区域等を変更する必要が生じたため、地区計画を変更する。 



 

変更概要（  部分が変更あるいは追加の部分） 

名 称 昭島駅北口駅前地区地区計画 

計画区域 

削除する区域 

 昭島市拝島町の一部 

追加する区域 

 昭島市拝島町の一部 

住居表示の実施に伴う町名の変更があった区域 

 旧）昭島市大神町、田中町及び拝島町 → 新）昭島市代官山一丁目、代官山二丁目及び代官山三丁目 

変更後の区域 

 昭島市つつじが丘二丁目、つつじが丘三丁目、代官山一丁目、代官山二丁目及び代官山三丁目各地内 

事 項 旧 新 摘 要 

面 積 約６５．８ｈａ 約６４．６ｈａ 
区 域 の

変更 

地区計画の目標 

本地区は、そのほとんどを一企業が所有しているという

稀有な土地であるが、近年、工場の集約とともに、駅周辺

の低利用地の土地利用転換が図られている。 

本地区は、昭島駅北口に位置し、近年、工場の集約ととも

に、駅周辺の低利用地の土地利用転換が図られている。 

地 権 者

の 変 更

に 伴 う

記 載 変

更 
 

事 項 旧 新 摘 要 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種類 名称 幅員 延長 面積 備考 名称 幅員 延長 面積 備考  

広場 広場１号 ― ― 
約２，０

００㎡ 
新設 広場１号 ― ― 

約２，０

００㎡ 
既設 

整備 

完了 

そ
の
他
の 

公
共
空
地 

歩行

者通

路 

通路９号 ４ｍ 約２３０ｍ ― 新設 通路９号 ４ｍ 約２３０ｍ ― 既設 
整備 

完了 



 

 

事 項 旧 新 摘 要 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種類 名称 幅員 延長 面積 備考 名称 幅員 延長 面積 備考  

そ
の
他
の
公
共
空
地 

環境 

緑地 

環境緑地

１２号 
０．５ｍ 約７９０ｍ ― 新設 

環境緑地

１２号 
０．５ｍ 約６２０ｍ ― 既設 

延長の

変更、

整備 

完了 

環境緑地

２２号 
２．５ｍ 約１００ｍ ― 新設 

環境緑地

２２号 
２．５ｍ 約１００ｍ ― 既設 

整備 

完了 

環境緑地

２３号 
０．５ｍ 約４３０ｍ ― 新設 

環境緑地

２３号 
０．５ｍ 約４３０ｍ ― 既設 

整備 

完了 

環境緑地

２６号 
０．６ｍ 約３８０ｍ ― 新設 

環境緑地

２６号 
０．６ｍ 約３８０ｍ ― 既設 

整備 

完了 

建
築
物
等
に 

関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

名称 生産・流通業務地区 生産・流通業務地区 
面積の

変更 
面積 約２４．７ｈａ 約２３.５ｈａ 

 



凡　例
変更箇所

行政境界 変更箇所

昭島都市計画地区計画 昭島駅北口駅前地区地区計画 総括図 〔昭島市決定〕 縮尺＝1 ： 10,000
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生産・流通業務地区
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複合商業地区Ｂ

複合商業地区Ａ

中心商業地区

昭島都市計画地区計画　　昭島駅北口駅前地区地区計画　　　　　　計画図１ 〔昭島市決定〕
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地区計画区域及び
地区整備計画区域

凡    例

凡    例
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N
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

昭島都市計画地区計画 昭島駅北口駅前地区地区計画 

 

２ 理由 

昭島市都市計画マスタープランでは、昭島駅周辺は、市内外から

人が集まる「昭島の顔」となるようなまちの魅力や拠点性を高める

ことを目標とし、周辺環境と調和した商業・スポーツ・文化施設等

を配置した快適でゆとりある市街地整備を誘導することとしており、

平成 17 年 11 月には、昭島駅北口駅前地区地区計画を都市計画決定

している。 

その後、法改正や地区整備計画区域の拡張などによる都市計画変

更を重ねており、今般、隣接する区域における新たな地区計画（玉

川上水南側地区地区計画）の決定に伴い、更新された敷地界に合わ

せて、地区計画区域等の変更を行うものである。 

 

 



敷地界の変更による昭島駅北口駅前地区地区計画の区域の変更 諮問２参考資料

変更前の地区計画区域界

変更後の地区計画区域界

昭島駅北口駅前地区

地区計画

玉川上水南側地区

地区計画


